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令和３年第１回定例会の開会にあたり、市政執行に係る私の所信に

ついて、その一端をここに申し述べるものであります。 

市議会議員各位をはじめ、広く市民の皆様の御理解と御協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

１ これまでの４年間及び令和２年度の取組成果 

平成２３年３月１１日の東日本大震災から、間もなく１０年が経

とうとしております。 

その中で、私は、平成２９年４月２９日に東松島市長に就任し、

以来、市長選挙で掲げた７つのマニフェストの実現に向けて、最大

限の取組を進めてまいりました。 

そのマニフェストで掲げた第１の取組が「復興の加速・完結」で

あり、私としては、これまでに培った国及び宮城県との太いパイプ

を最大限に生かし、関係事業の予算確保と取組推進に努めてまいり

ました。 

その結果、復旧・復興事業は、現時点で復興交付金計画ベースで

ほぼ９９％の進捗に達しており、一部の繰越事業を除いて、令和２

年度末までに完結する予定であります。 

その中で、私が目指す「創造的復興」の象徴として、平成３１年

４月に、宮城県及び防衛省の全面的な協力により、矢本海浜緑地再

整備の中でパークゴルフ場及びクラブハウスをオープンすること
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ができました。 

また、人口減少を喰い止める「地方創生」の象徴として、令和２

年４月には、石巻圏域で初となる私立の全日制・全寮制の「日本ウ

ェルネス宮城高等学校」の誘致・開校の実現にも至っております。 

さらに、令和２年度には、台前・亀岡線等の避難道路をはじめ奥

松島運動公園が竣工・オープンしたほか、鳴瀬桜華小学校の校舎等

の新築工事も間もなく完了するとともに、その他の雨水排水機場、

漁港等の事業完結に努めており、本市が「復興モデル市」として後

世に語り継がれるよう、ラストスパートに力を注いでまいります。 

マニフェスト２つ目の「企業誘致等による働く場の創造」につい

ては、宮城県と連携しながら、トップセールスによる企業誘致等に

努め、大曲浜の「みそら工業団地」では、４１区画中、立地済み及

び立地手続き中の区画が３８区画になっております。 

併せて、ひびき工業団地内の株式会社サワ、大倉工業株式会社及

びグリーンタウン内の株式会社高橋徳治商店をはじめ、市内の既存

企業への国・県及び本市の助成制度の活用による工場増設等を支援

するなどした結果、本市全体で、４年間で約４７０人の雇用を生み

出しております。 

また、令和２年度においては、立地予定企業から確約をいただき、

柳の目地区北工区約３.６ヘクタールに産業用地の造成整備も進め

ているところであります。 



3 
 

マニフェスト３つ目の「基幹産業の農業・水産業の振興」につい

ては、農業では、被災地区を含め、圃
ほ

場整備事業の推進に努めると

ともに、宮城県と一体となって様々な振興策に取り組みました。 

その結果、市内では、震災以降、新たにトマトやイチゴのハウス

栽培などを中心に２０の農業法人が設立されており、その法人の中

には、今年度、日本航空株式会社（ＪＡＬ
ジ ャ ル

）に仲介いただき、生産

したイチゴを用いたフルーツスパークリングワインの生産・販売に

至るなどの６次産業化の取組も始められております。 

また、水産業については、漁港などの生産基盤の整備を進め、担

い手の育成支援にも努めた結果、本市の水産業の中心であるカキ・

ノリの出荷額合計で、震災前の平成２２年の１７億円に対し、直近

の令和元年では２０億円超えとなっております。 

マニフェストの４つ目は「子育て支援の充実」であります。 

私は、今後の地方創生に向けては、人口の維持・確保が極めて重

要であり、そのためには、若い世代の定住と女性が活躍できる環境

づくりが不可欠と考えております。 

このため、民間活力を活用し、令和２年度においては、平成３０

年度の矢本地区に引き続き、午後８時まで預かり保育が可能な民間

保育園を本市赤井地区に誘致し、４月１日にオープンしたところで

あります。 

また、放課後児童クラブについては、全ての小学校の校地又は隣
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接地に設置することとし、平成２９年度は赤井南小学校、平成３０

年度は矢本東小学校、矢本西小学校及び大曲小学校、令和元年度は

大塩小学校、令和２年度は鳴瀬桜華小学校及び赤井南小学校の増築

整備を行うとともに、従来の午後６時までの保育時間を午後７時ま

で拡大して運営しております。 

マニフェスト５つ目の「健康・福祉・医療」の取組については、

令和２年３月２０日の本市へのギリシャからの東京オリンピック

競技大会の聖火到着を記念して、「スポーツ健康都市宣言」を行い、

市民のスポーツ振興と健康づくりの機運醸成を図りました。 

また、先程申し上げた矢本海浜緑地パークゴルフ場の利活用を呼

びかけた結果、オープン１年９か月で７万６千人の利用がなされ、

市民の健康維持増進に大きく寄与しております。 

さらに宮城オルレ奥松島コースを開設し、年間１万人に本市を訪

れていただき通年観光を打ち出すことができました。 

昨年１０月には震災で被災した奥松島運動公園の移転整備が完

了し、鷹来の森運動公園とともに、市民の健康増進と本市の交流人

口拡大に大いに寄与するものと期待しており、市民への利用推進を

促してまいります。 

また、福祉事業については、震災からの心の復興に向けた高齢者

の見守り事業を継続するとともに地域包括支援センターの拠点を

拡大するなどして、きめ細やかな対応を図っております。 
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さらに、医療体制については、今般の新型コロナウイルス感染症

拡大の中で、地元の桃生郡医師会及び宮城県石巻保健所等と緊密に

連携し、発生予防及び検査体制確立を図っております。 

マニフェスト６つ目の「学力向上と文化振興」の取組については、

令和元年度において、市内小中学校の夏休みを５日間短縮して学習

時間を確保するとともに、令和２年度は、全ての市内小中学校への

電子黒板配置、国のＧＩＧＡスクール構想に基づいた１人１台の電

子タブレット整備などを進めており、ＩＣＴを用いた環境整備によ

る学力の向上につなげてまいります。 

また、全小中学校へのエアコン設備についても、宮城県内自治体

に先駆けて全て完了しており、子どもたちの学ぶ環境の充実を図っ

ております。 

さらに、文化振興については、宮城県教育委員会と連携して様々

な取組を進めた結果、本市の「赤井官衙
か ん が

遺跡群」が、昨年１１月に

国指定文化財として登録決定に至っております。 

マニフェスト７つ目の「松島基地との共存共栄及び県の施設の活

用」については、防衛省への要望により補助事業採択を受け、令和

元年度竣工の矢本海浜緑地パークゴルフ場クラブハウス、令和２年

度は１１月竣工の東松島消防署及び上町学習等供用施設の大規模

改修を行っております。 

また、防衛省及び東京オリンピック・パラリンピック競技大会組
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織委員会への要望の結果、先程申し上げましたように、東京オリン

ピック競技大会の聖火について、本市松島基地への国内最初の到着

が実現いたしました。 

宮城県との関係では、私としても強く要望した結果、野蒜地区で

被災した「松島自然の家」について、宮戸地区への復旧整備が実現

し、平成２９年のキャンプ場などの野外活動フィールドのオープン

に続き、今年３月には１６０人収容可能な宿泊棟や体育館などの竣

工が予定されています。 

主要幹線となる都市計画道路県道矢本門脇線の本市分の一部供

用開始がすでになされており、今年３月末には定川に橋がかかりま

すので、全区間供用開始に向けて引き続き要望を行っております。 

 なお、先程も申し上げた新型コロナウイルス感染症対策について

は、１人１０万円の特別定額給付金の支給に関して、一早く交付推

進室を設置するなど迅速な対応を図った結果、県内１４市の中で高

いランクとなる９９.９％の支給率となったほか、商工事業者等に

対する各種協力金の支給や割増商品券の発行など、迅速かつ的確な

対応に努めてきており、今後開始する新型コロナウイルスワクチン

接種についても、国及び宮城県と緊密に連携して、引き続き迅速か

つ効果的・効率的な推進を図ってまいります。 
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２ 国及び宮城県の動き 

 国は、昨年６月に震災復興に係る関係法令の改正を行い、宮城県

においては復興・創生期間を５年間延長し、今後復興に関連する残

余事業の完結とともに、引き続き心の復興に努めるとしております。 

 また、国では、昨年１２月２１日に「令和３年度地方財政対策」

をまとめ、その中で少子化や人口減少などの課題に対処する地方創

生のほか、福祉など社会保障の充実、地域の人材育成、防災減災対

策の推進、新型コロナウイルス感染症対策の推進などの経費を重点

措置する旨が示されております。 

さらに、宮城県においては、今年３月までに正案化する県政運営

の基本方針「新・宮城の将来ビジョン」の中で、本市と同様にＳＤ

Ｇｓの持続可能な理念を基調とし、「県内産業の持続的な成長促

進」、「子ども・子育て」、「安心して暮らせる地域社会づくり」、「強

靭な県土づくり」の４本の柱を基本としております。 

 

３ 令和３年度の市政運営と取組方針 

本市は、令和３年度の市政運営については、只今申し上げた国及

び宮城県の動きや方向性を踏まえるとともに、昨年１２月に市議会

の議決を得て策定した「東松島市第２次総合計画後期基本計画」の

具現化に向け、それぞれの取組を進めてまいります。 

具体的には、当計画でまちづくりの将来像として掲げた「住み続
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けられ持続・発展する東松島市 －地方創生のトップランナーを目

指す－」の目標を将来に向けて実現していくため、心の復興ととも

に、地方創生及びＳＤＧｓを基調とし、「産業の成長促進と働く場

の確保」、「地域全体で次代を担う子どもたちを支える学びと子育

て環境の充実」、「安全・安心で誰もが快適に生き生きと暮らせる市

民協働の地域社会」を３つの基本理念として掲げ、以下に述べる５

つのまちづくりの方向性に沿って、各施策を進めてまいります。 

 

４ ５つのまちづくりの方向性と具体的取組の推進 

まちづくりの方向性１ 

「産業と活力のある住みたくなるまち」 

始めに、まちづくりの方向性の１つ目の「産業と活力のある住み

たくなるまち」についてであります。 

持続可能なまちづくりを進めるためには、人口の維持・確保に大

きく関係する産業の振興と雇用の場の確保が極めて重要でありま

す。 

このため、本市の基幹産業の農業と水産業の振興に向け、引き続

き圃
ほ

場整備や漁港等の基盤整備を進めるとともに、担い手を含めた

人材の育成、生産振興、販売力向上などをさらに支援してまいりま

す。 

また、観光については、新型コロナウイルス感染症の影響が懸念
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されますが、感染症対策の徹底を図りながら積極的な情報発信を進

めてまいります。 

特に、宮城オルレ奥松島コースや矢本海浜緑地パークゴルフ場と

ともに、本市の宿泊施設や飲食店などの発信強化に努めるほか、昨

年中止になった東松島夏まつりや航空祭などの大規模イベントに

ついても開催に向けた準備を進め、観光客誘致を図ってまいります。 

さらには、野蒜地区の被災元地を活用した「令和の果樹の花里づ

くり」については、復興庁に粘り強く要望してきた結果、復興交付

金の活用が可能となりましたので、具体的な整備に向けた取組を進

めてまいります。 

また、三陸自動車道矢本パーキングエリアの隣接地を活用した

「道の駅整備構想」については、高いハードルはありますが、市役

所内に設置したプロジェクトチームを中心に、具現化に向けた構想

検討と財源の確保を進めてまいります。 

これらとともに、企業誘致については、宮城県と連携しながらト

ップセールスに努めるとともに、柳の目北工区については、造成工

事を進め、令和４年夏を目指し確実な企業立地を図ってまいります。 

加えて、東松島市商工会と連携して、市内商工業者への支援を充

実するとともに、創業支援に努め、市内の新たな雇用の場の創出を

図ってまいります。 

さらに、移住定住者の住まい確保の補助を継続するとともに、宮
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城県及び東京有楽町駅前の「認定ＮＰＯ法人 ふるさと回帰支援セ

ンター」等とも連携し、本市への定住に向けた発信を強めてまいり

ます。 

併せて、移住コーディネーターの協力も得ながら、おためし移住

や移住定住相談、空き家等の利活用推進などの取組も充実を図って

まいります。 

また、新たに「結婚し住民票を東松島市に届けた夫婦への祝い金」

及び「結婚に至った夫婦の仲人への奨励金」の支給を行い、若者の

結婚促進と市内への定住促進を図ってまいります。 

 

まちづくりの方向性２ 

「子育てしやすく誰もが健康で安心して暮らせるまち」 

次に、まちづくりの方向性の２つ目の「子育てしやすく誰もが健

康で安心して暮らせるまち」についてであります。 

まず、子育て環境の充実に向け、午後８時まで延長保育が可能な

２つの私立認可保育園をはじめ、市内の各保育園を支援し、待機児

童解消を図るとともに、放課後児童クラブについても引き続き保育

時間を午後７時までとし、働く女性の皆様及び子育て家庭への支援

に努めてまいります。 

また、子ども医療費助成については、１８歳までの医療費無償化

を継続し、子育て世帯の負担軽減を図ってまいります。 
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健康で安心して暮らせるまちの実現に向けては、昨年３月２０日

に「スポーツ健康都市」宣言を行い、市民の意識醸成など、様々な

取組を進めてまいりました。 

その結果、これらの取組について、食育等の取組も含めて、先月、

宮城県知事から「スマートみやぎ健民大賞」を授与されたところで

あります。 

本市としては、引き続き、楽しみながら運動し食育を含めて健康

維持が図られるよう、市民の意識醸成と取組充実に努めてまいりま

す。 

特に健康維持及びスポーツ活動の推進に向け、今後も健康増進セ

ンター「ゆぷと」、矢本海浜緑地パークゴルフ場、宮城オルレ奥松

島コース、矢本運動公園、鷹来の森運動公園及び奥松島運動公園の

利用推進を呼びかけてまいります。 

また、各種検診率の向上を図るとともに地域包括支援センターを

中心に、予防からケアまで一体的に対応してまいります。 

これらとともに、震災から間もなく１０年となる中、なお必要な

「心の復興」については、ひとり暮らしの高齢者を中心にして、見

守り支援や地域コミュニティ活動などを通じて心のケア推進に努

めてまいります。 

以上とともに、新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、

宮城県と緊密に連携し、地元医師会の協力もいただきながら、混乱
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なく速やかにワクチン接種が進むよう、迅速かつ効果的に取組を進

めてまいります。 

 

まちづくりの方向性３ 

「次代を担う人材を育む学びと文化・スポーツのまち」 

次に、まちづくりの方向性の３つ目の「次代を担う人材を育む学

びと文化・スポーツのまち」についてであります。 

私は常々、次の時代を担う子供たちの将来の可能性を広げ伸ばす

ためには、学校教育の充実が極めて重要と考えており、学力向上の

取組がその大きな柱となるものと考えております。 

このため、国の「ＧＩＧＡスクール構想」を踏まえ、現在進めて

いる市内小中学の児童生徒１人１台のタブレット端末の整備や、こ

れまで整備した電子黒板などのＩＣＴ環境を活用し、さらに学力向

上に向けた学習指導の充実を図ってまいります。 

また、これらと並行して、教職員の指導力向上と児童生徒への指

導充実に向けた教員の研修機会の確保等に努めるとともに、保護者

の意識醸成を通じた家庭学習推進等も進めてまいります。 

さらに、これまで進めてきたコミュニティ・スクールをより一層

充実させ、地域と一体となって子どもを育てる環境を整えるととも

に、不登校及びいじめ対策については、学校巡回相談員や子どもの

心のケアハウス等との連携により、状況に応じた細やかな対応を進
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めてまいります。 

また、学校の施設整備については、鳴瀬桜華小学校の新築工事が

来月完了し、４月から新校舎で授業を開始するとともに、令和３年

度は、赤井南小学校の増築及び大規模改修工事、矢本第一中学校の

プール改築工事並びに校庭拡張工事などを進めてまいります。 

生涯学習の推進については、本市の活動拠点であるコミュニティ

センターについて、防衛省の補助採択を受け、大規模改修工事を実

施いたします。 

併せて、市民センターや芸術文化活動諸団体との連携を通じて、

生涯学習及び文化活動の推進を図ってまいります。 

スポーツの振興については、「スポーツ健康都市」を宣言し、市

内の運動体育施設も充実してまいりましたので、東北・全国大会等

の大規模なスポーツ大会の誘致を進めるとともに、市民の皆様がス

ポーツに親しむ機会の充実を図ってまいります。 

また、今年７月２３日から予定されている東京オリンピック開催

に合わせ、「復興ありがとうホストタウン」としてデンマークチー

ムの応援を行ってまいります。 

 

まちづくりの方向性４ 

「災害に強く安全で快適で美しいまち」 

次に、まちづくりの方向性の４つ目の「災害に強く安全で快適で
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美しいまち」についてであります。 

 本市は、東日本大震災後、多重防御施設として高さ７.２ｍの海

岸防潮堤の内側に一定の高盛土道路等の整備を行うとともに、住宅

地を高台に移すなど、災害に強いまちづくりを進めてまいりました。 

 しかしながら、災害については、津波のみならず最近の異常気象

関連の大雨や台風などを含め、日頃の防災対策が極めて重要と考え

ております。 

このような中で、地域の防災拠点の東松島消防署庁舎が昨年完成

したことから、その防災拠点を効果的に活用・運用しつつ、防災訓

練の実施や消防団員の確保と自主防災組織の強化を進めるなど、消

防・防災体制の充実を図ってまいります。 

特に、令和３年度は、本市において宮城県消防操法大会が開催さ

れ、本市の消防団の選抜チームが出場いたしますので、その活躍が

本市の消防団員の確保と自主防災組織の機能強化につながるよう、

出場チームの支援に努めてまいります。 

また、「快適で美しい自然環境の形成と保全」については、令和

３年度においても、本市の美化運動の一環として、フラワーロード

植栽などの花の香るまちづくりや地域一斉清掃活動を推進すると

ともに、定川の清流化推進など、市民の皆様とともに取り組んでま

いります。 

さらに、震災以降、本市の再生可能エネルギーの活用については、
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一般社団法人東松島みらいとし機構（ＨＯＰＥ
ホ ー プ

）の新電力事業や本

市のスマート防災エコタウンの取組などを進めてきたところであ

り、国が新政権の下で脱炭素社会実現を目標に掲げておりますので、

国の動きを注視しながら本市の取組を進めてまいります。 

また、交通環境充実に向け、デマンドタクシー「らくらく号」に

ついて、令和２年度に宮城県の交付金を活用して車両３台の更新を

図っており、今後も地域の皆様の利便性向上に努めてまいります。 

併せて、ＪＲ矢本駅の南北自由通路整備については、ＪＲ東日本

及び国土交通省との調整・協議を進め、早期の整備を図ってまいり

ます。 

また、住環境については、東日本大震災以降、防災集団移転団地

や災害公営住宅の整備など、市民の皆様への安全な住まい提供を進

めてきたところであり、今後さらに若い世代を中心にした人口の確

保に向け、良質で安価な住宅地が提供できるよう、市街化区域の拡

大に向けた検討や宮城県との協議を進めてまいります。 

 

まちづくりの方向性５ 

「持続可能な行財政運営が図られ市民から信頼されるまち」 

次に、まちづくりの方向性の５つ目の「持続可能な行財政運営が

図られ市民から信頼されるまち」についてであります。 

これまで申し上げた各種施策の実現に向けては、何よりも本市の
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行財政運営を持続していくため、健全な財政運営と市民に信頼され

る行政運営が不可欠であります。 

このため、新しい「第２次総合計画後期基本計画」に基づき、財

政状況を市民に定期的にわかりやすく示すとともに、引き続き国及

び宮城県の財源の効果的活用を図り、計画的かつ安定的な財政運営

を進めてまいります。 

本市の職員体制については、令和２年度から係制及び課長補佐職

を導入し、より市民の皆様に分かりやすくきめ細やかな市民サービ

スができる体制を構築したところであり、令和３年度は、全国自治

体からの復興支援に係る自治法派遣職員が大幅に減少いたします

が、より効率的・効果的な業務推進に努めるとともに、職員研修を

充実して人材育成を図り、市民に一層信頼される市役所体制の確立

をめざしてまいります。 

また、市政懇談会等を通じて、市民の皆様の意見の施策への反映

に努めるなど、市民と行政が一体となったまちづくりを進めてまい

ります。 

さらに、これまで築いてきた国、宮城県、航空自衛隊松島基地、

友好都市等の他自治体などとの連携を一層強化するとともに、民間

企業や大学、ＮＰＯなど多様な主体との連携を深めてまいります。 

加えて、国で進めようとしているデジタル化の推進については、

本市においても、国の動きを踏まえて必要な取組に努めてまいります。 
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５ 所信推進に向けて 

以上、令和３年度の市政推進に係る私の所信の一端を申し述べて

まいりました。 

私は、先般１月８日の令和２年度第１０回定例記者会見において、

報道機関の皆様に対して、この４月に東松島市長としての４年間の

任期満了を迎えるに当たり、来る４月１８日告示予定の市長選挙に

立候補する意志を固めたことを表明いたしました。 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、市民の皆様においても、

先行きの見通しが難しい状況にあります。 

私は、このような状況においてこそ、何よりも安定し継続した体

制の中で、ゆるぎない信念を持って市政運営を行うことが、市民の

皆様の不安を払拭し、将来への希望を持っていただく上で重要であ

ると考え、立候補を決意したところであり、市民の皆様をはじめ議

員各位のご理解を賜りたいと思っております。 

令和３年度の本市の市政運営については、新しい第２次総合計画

後期基本計画に沿って、「住み続けられ持続・発展する東松島市」

の実現に向け、地方創生のトップランナーをめざし、着実かつ積極

的に様々な取組を進めてまいります。 

また、新型コロナウイルス対策については、国及び宮城県並びに

地元医師会と緊密に連携し、市民の安全と安心のため、迅速で効果

的な対応を進めてまいります。 
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以上、引き続き、市議会及び市民の皆様並びに市職員と一体にな

って市政運営に邁進してまいりたいと考えておりますので、議員各

位をはじめ、市民の皆様の一層のご理解とご協力を賜りますようお

願い申し上げ、令和３年度市政執行についての所信の表明といたし

ます。 

 

令和３年２月９日 

東松島市長 渥 美  巖 

 


